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USTR、2011 年スペシャル 301 条報告書を公表 
～今年も中国に対する指摘が大半を占める～ 

 
2011 年 5 月 3 日 
JETRO NY 中槇 

 
 
米国通商代表部（Office of the United States Trade Representative：USTR）は 2 日、

「2011 年スペシャル 301 条報告書」（以下レポート）を公表した 1

 
。 

本レポートは 1974 年米国通商法 182 条 2に基づき、知的財産権保護が不十分な国

や公正かつ公平な市場アクセスを認めない国を特定するもので、外国貿易障壁報告書

（NTEレポート）の公表 3

 

から 30 日以内に発表される。警戒レベルには高い順に「優先

国」、「優先監視国」、「監視国」の 3 段階があり、「優先国」に特定されると調査及び相手

国との協議が開始され、協議不調の場合には対抗措置（制裁）への手続が進められる。 

本レポートでは、中国・ロシアを含む 12 ヶ国を「優先監視国」に指定。「監視国」が 29
ヶ国、「306 条監視国」4

 

のパラグアイを含め、全 42 ヶ国が指定された。昨年のレポートで

はステイタスが保留（Status Pending）されていたイスラエルが優先監視国に指定された

以外は指定国に変更はなかった。なお、本年も「優先国」に指定された国はない（指定国

一覧は後掲）。 

国別レポートでは、中国・ロシアの順で記述が始まり、その後はアルファベット順で他

の国々に対する記述がなされていることからも、両国を重要視する姿勢を垣間見ること

ができるが、特に中国に対しては優先監視国 12 ヶ国に対する記述の約半分を占めてお

り、別格の扱いを受けている。具体的には、同国における IPR エンフォースメント及び

WTO 協定義務の履行は米国の最優先事項であるとしつつ、以下のような指摘を行って

いる。 
 

2010 年 10 月から 11 年 3 月までの予定（現在は 3 ヶ月間延長）で始まった同キャン

ペーンは、インターネットにおける IPR 侵害、模倣品・海賊版に対するエンフォースメン

ト強化を目的とするもの。200 を超える違反ウェブサイトの閉鎖又はライセンス停止、

70 万人を超える執行官による 1,372 件のレイド（5,000 件の商標権侵害（16,000 事

例）、1,500 万ドル相当）といった実績を例に一定の評価を与える一方、同キャンペー

ン終了後の取組維持に対する疑問や、合法ソフトウェアの販売実績が上がっていない

ことを例に評価は入り交じっている。 

特別キャンペーン 

                                                
1 2011年スペシャル 301条報告書（PDF） 
2 条文（コーネル大学ロースクール HP より） 
3 110331【米国 IP 情報】USTR が 2011 年外国貿易障壁報告書（NTE レポート）を公表（PDF） 
4 1974年通商法 306条に基づき、米国の貿易相手国として、米国との通商問題における改善措置や協定等の履行義

務が USTRによって監視される国。条文（同上 HPより） 
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インターネット人口 4 億 5,700 万人（米国：2 億 2,300 万人）と言われる中国において、

99％の音楽ダウンロードが違法と言われている。一方で、特別キャンペーンの成果と

して幾つかの違法ウェブサイトが閉鎖されるなどしている他、Youku.com、

Toudu.com、Baidu などのウェブサイトにおいて合法ソフトウェアの提供促進の動きが

あるのは明るい材料。 

オンライン著作権侵害 

2010 年 5 月に制定されたガイドラインにより、模倣品取引の捜査及び訴追のための

基準価額が三倍となり、刑事手続を開始するための障壁となっている。模倣品の製造

は犯罪であり、価額の多寡には関係ない。 

模倣品問題 

国内標準の制定における特許権の処理を定める規則案、及び、標準化機関（SSOs）
と中国政府の関係を定める規則案に対して大きな懸念があり、今後も監視を継続する。 

国内標準における特許利用 

自国の技術及び企業を優遇する「自主創新政策」に対する深刻な懸念を表明。今後も

対話と協力を継続する。 

自主創新（Indigenous Innovation） 

 
 
＜スペシャル 301 条レポート指定国一覧＞ 
 

中国、ロシア、アルジェリア、アルゼンチン、カナダ、チリ、インド、イスラエル、インドネ

シア、パキスタン、タイ、ベネズエラ（12 ヶ国） 

優先監視国（Priority Watch List） 

ベラルーシ、ボリビア、ブラジル、ブルネイ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エ

クアドル、エジプト、フィンランド、ギリシア、グアテマラ、イタリア、ジャマイカ、クウェート、

レバノン、マレーシア、メキシコ、ノルウェー、ペルー、フィリピン、ルーマニア、スペイン、

タジキスタン、トルコ、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、ベトナム（29 ヶ国） 

監視国(Watch List) 

パラグアイ 
306 条監視国（Section 306） 

 
 

（了） 


